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い
窓
口
か
ら
抜
け
出
せ
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高齢者の自己負担増

論
説

　
こ
の

月
か
ら

歳
以
上
の

医
療
制
度
で

自
己
︵
窓
口
︶

負
担
２
割
が
実
施
さ
れ
る


　

歳
以
上
は
約
１
９
０
０
万

人

う
ち
２
割
強

約
３
７
０

万
人
の
自
己
負
担
が
１
割
か
ら

２
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る

該

当
者
は
単
身
世
帯
で
は
﹁
課
税

所
得
﹂
︵
年
金
な
ど
か
ら
各
種

控
除
を
除
く
︶
が

万
円
以
上

か
つ
年
収
２
０
０
万
円
以
上


複
数
世
帯
で
は

歳
以
上
の
年

収
合
計
３
２
０
万
円
以
上


　
政
府
は

﹁
団
塊
の
世
代
﹂

が

歳
に
達
し
始
め
る
今
年
２

０
２
２
年
ま
で
に
原
則
２
割
移

行
を
目
指
し
た

年
齢
を
問
わ

ず
能
力
に
応
じ
負
担
を
求
め
る

﹁
全
世
代
型
社
会
保
障
﹂
構
想

の
一
環
で
も
あ
る


　
改
正
法
は
昨
年
６
月
成
立
し

た
が

施
行
は
先
送
り
さ
れ


世
論
へ
の
配
慮
や
与
党
内
の
足

並
み
の
乱
れ
で
対
象
者
は
大
幅

に
少
な
く
な

た

施
行
後
３

年
は
外
来
で
の
自
己
負
担
に
月

３
０
０
０
円
ま
で
の
上
限
額
も

付
け
た


　
現
役
並
み
所
得
者
︵
単
身
３

８
３
万
円

複
数
５
２
０
万
円

以
上
︶
は
す
で
に
３
割
負
担
だ

が

１
３
０
万
人
余
に
と
ど
ま

り


歳
以
上
の
大
半
は
１
割

負
担
で
済
む


　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は


自
己
負
担
を
除
く
総
費
用
を
公

費
５
割

現
役
世
代
の
支
援
金

４
割


歳
以
上
の
保
険
料
１

割
で
ま
か
な
う

今
回
の
２
割

負
担
導
入
で
概
算
８
３
０
億
円

増
収

現
役
世
代
の
本
人
保
険

料
︵
労
使
折
半
︶
が
月

円
軽

減
さ
れ
る
程
度


　
あ
く
ま
で
２
割
負
担
の
全
面

導
入
を
目
指
す
べ
き
か

介
護

保
険
で
も
自
己
負
担
１
割
か
ら

２
割
へ
の
引
き
上
げ
が
焦
点
で

あ
る


　
し
か
し

も
と
も
と
保
険
料

納
付
の
上
に

な
ぜ
自
己
負
担

さ
せ
ら
れ
る
の
か


　
①
サ

ビ
ス
を
多
く
使
う
人

と
少
な
い
人
と
の
公
平
性
を
図

る
②
自
己
負
担
分
を
払
う
こ
と

で
コ
ス
ト
意
識
を
持

て
も
ら

う

い
ず
れ
も
受
益
に
応
じ
負

担
す
る
応
益
負
担
の
考
え
方
を

土
台
に
す
る

さ
ら
に
③
保
険

料
以
外
の
財
源
に
充
て
る

厚

労
省
自
体
が
そ
う
説
明
し
て
き

た
の
だ
が

次
第
に
財
源
確
保

策
へ
傾
い
た


　
社
会
保
険
の
原
理
・
原
則
は

能
力
に
応
じ
負
担
し

必
要
に

応
じ
て
受
給
す
る
こ
と

応
能

負
担
を
徹
底
す
べ
き
は
自
己
負

担
で
は
な
く

保
険
料
や
租
税

で
あ
る
べ
き
だ


　
﹁
社
会
保
険
の
母
国
﹂
ド
イ

ツ
は
応
能
負
担
の
保
険
料
で
財

源
を
ま
か
な
う
原
則
を
頑
固
に

守
る


　
外
来
診
療
に
自
己
負
担
は
な

い
︵
た
だ
し
薬
剤
費
は
上
限


ユ

ロ

約
１
４
０
０
円

入

院
は
１
日

ユ

ロ

上
限
年

間

日
分
︶

介
護
保
険
に
も

自
己
負
担
は
な
い


　
医
療
保
険
で
は
過
剰
受
診
対

策
で
若
干
の
自
己
負
担
を
一
時

期
導
入
し
た
が

防
止
効
果
は

弱
く

逆
に
低
所
得
者
の
受
診

控
え
が
生
じ

中
止
さ
れ
た


　
高
齢
者
に
求
め
る
﹁
相
応
の

負
担
﹂
は
ど
う
あ
る
べ
き
か


狭
い
窓
口
負
担
か
ら
離
れ


資
産
や
金
融
所
得
へ
の
課
税
強

化

働
く
高
齢
者
は
年
金
と
給

与
を
重
複
控
除
さ
れ
る
優
遇
の

是
正

世
代
間
の
課
税
の
均
衡

化
な
ど
視
野
を
広
げ
再
検
討
す

べ
き
だ


　
　
　
　
　︵
本
紙
論
説
委
員
︶

み
や
た
け
・
ご
う
　
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
福
祉

フ


ラ
ム
・
ジ

パ
ン
副
会
長

学
校

法
人
・
社
会
医
学
技
術
学
院
顧
問


